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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

21日・春分の日 国　税／�令和4年分所得税の確定申
告� 2月16日〜3月15日

国　税／�個人の青色申告の承認申請
� 3月15日

国　税／�贈与税の申告�
� 2月1日〜3月15日

国　税／�2月分源泉所得税の納付�
� 3月10日

国　税／�個人事業者の令和4年分消
費税等の確定申告� 3月31日

国　税／�1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等）� 3月31日

国　税／�7月決算法人の中間申告�
� 3月31日

国　税／�4月、7月、10月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合）� 3月31日

地方税／�個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告� 3月15日

　預金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国（デジタル庁）
に登録することで、給付金等の申請の際に申請書への口座情報の
記載や通帳の写し等の添付などが不要になる制度。口座情報は行
政機関等に提供されて、給付金のほか、年金、児童手当、所得税
の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用されます。

公金受取口座登録制度
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3 月号─2

　

い
よ
い
よ
本
年
の
10
月
よ
り
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
今

回
は
、
免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
の
登
録
（
以
下
、「
イ

ン
ボ
イ
ス
登
録
」）
を
行
い
課
税
事

業
者
と
な
る
場
合
を
考
え
、
消
費
税

の
制
度
や
手
続
き
等
に
つ
い
て
見
て

い
き
ま
す
。
既
に
課
税
事
業
者
で
あ

る
方
は
制
度
の
お
さ
ら
い
を
兼
ね
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１　

消
費
税
の
納
税
義
務
者
と
は

　

消
費
税
に
つ
い
て
は
、

①　

基
準
期
間
（
法
人
の
場
合
は

前
々
事
業
年
度
、
個
人
事
業
主
の

場
合
は
前
々
年
）
の
課
税
対
象
と

な
る
収
入
（
課
税
売
上
げ
）
が
、

１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合

②　

特
定
期
間
（
法
人
の
場
合
は
前

事
業
年
度
の
開
始
か
ら
６
か
月
、

個
人
事
業
主
の
場
合
は
前
年
の
１

月
か
ら
６
月
ま
で
の
期
間
）
の
課

税
売
上
げ
及
び
給
与
等
支
給
額
が

１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合

③　

①
、
②
に
該
当
し
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
を

選
択
し
た
場
合

な
ど
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

　

更
に
、
多
額
な
設
備
投
資
を
行
う

等
の
理
由
に
よ
り
消
費
税
の
還
付
を

受
け
た
い
場
合
は
、
自
主
的
に
納
税

義
務
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２　

課
税
事
業
者
と
な
る
場
合
の
届
出

　

前
述
の
①
に
該
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
場
合
は
、「
消
費
税
課
税
事
業

者
届
出
書
（
基
準
期
間
用
）」、
②
に

該
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
は「
消

費
税
課
税
事
業
者
届
出
書
（
特
定
期

間
用
）」
を
、
速
や
か
に
提
出
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
③
の
場
合
に
つ
い
て
で
す
が
、

免
税
事
業
者
が
令
和
５
年
10
月
１
日

か
ら
令
和
11
年
９
月
30
日
ま
で
の
日

の
属
す
る
課
税
期
間
中
に
イ
ン
ボ
イ

ス
登
録
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
登
録
日
か
ら
課
税
事
業
者

と
な
り
、「
消
費
税
課
税
事
業
者
選

択
届
出
書
」
を
提
出
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
を
せ
ず

に
納
税
義
務
者
を
選
択
し
た
い
場
合

に
は
、「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択

届
出
書
」
を
、
選
択
し
よ
う
と
す
る

課
税
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
提

出
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

３　

消
費
税
の
計
算
方
法

⑴
　
原
則

　

納
付
す
る
消
費
税
の
計
算
方
法

は
、
課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額

（
売
上
税
額
）
か
ら
、
仕
入
れ
や
経

費
に
係
る
消
費
税
額
（
仕
入
税
額
）

を
控
除
し
て
（
差
し
引
い
て
）
計
算

し
ま
す
。
た
だ
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
導
入
後
は
、
原
則
と
し
て
仕
入
税

額
を
控
除
す
る
た
め
に
は
、
受
け
取

っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
。

⑵
　
簡
易
課
税
制
度

　

⑴
の
原
則
計
算
に
よ
る
場
合
は
、

ど
う
し
て
も
事
務
の
煩
雑
さ
を
伴
い

ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
の
た
め
に

課
税
事
業
者
と
な
る
方
な
ど
に
と
っ

て
は
、
こ
の
計
算
が
負
担
に
な
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上

げ
が
５
０
０
０
万
円
以
下
の
場
合

は
、
届
出
に
よ
り「
簡
易
課
税
制
度
」

に
よ
る
計
算
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
課
税
売
上
げ
に
係

る
消
費
税
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業

に
応
じ
た
一
定
の「
み
な
し
仕
入
率
」

を
掛
け
た
金
額
を
仕
入
れ
や
経
費
に

簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率
事業区分 該当する事業 みなし仕入率

第1種事業 卸売業 90%

第2種事業 小売業、農林漁業（飲食料品） 80%

第3種事業 製造業、農林漁業（飲食料品除く）等 70%

第4種事業 その他事業（飲食店業等） 60%

第5種事業 サービス業（飲食店業除く）等 50%

第6種事業 不動産業 40%

インボイスに備える
消費税の制度・手続き



3─3月号

　

し
た
が
っ
て
、
簡
易
課
税
制
度
に

お
け
る
事
業
区
分
に
関
係
な
く
、
課

税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
の
20
％

を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

係
る
消
費
税
額
と
み
な
し
て
納
付
税

額
を
計
算
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
を
選
択
し
た
場

合
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
で

あ
っ
て
も
、
仕
入
税
額
に
係
る
イ
ン

ボ
イ
ス
の
保
存
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
事
業
区
分
が
サ
ー
ビ
ス

業
に
該
当
し
、
課
税
売
上
げ
に
係
る

消
費
税
額
が
80
万
円
で
あ
っ
た
場
合

は
、
み
な
し
仕
入
率
が
50
％
と
な
る

の
で
、
40
万
円
が
納
付
税
額
と
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
み
な
し
仕
入
率
に
よ
り

納
付
税
額
を
計
算
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
実
際
の
仕
入
税
額
よ
り
も
仕
入

税
額
控
除
が
少
な
く
な
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
、
多
額
な
設
備
投
資
を
行

っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
消
費
税
額
の

還
付
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
還

付
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

４　

簡
易
課
税
制
度
選
択
の
届
出

⑴
　
原
則

　

簡
易
課
税
制
度
は
届
出
に
よ
り
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
課

税
期
間
ご
と
に
原
則
計
算
と
の
有
利

不
利
を
検
討
し
て
適
用
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

簡
易
課
税
制
度
を
選
択
し
た
場
合

は
、
原
則
と
し
て
２
年
間
継
続
し
た

後
で
な
け
れ
ば
取
り
や
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
選
択
の
届
出
に
つ
い
て
で

す
が
、「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選

択
届
出
書
」
を
、
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
課
税
期
間
の
初
日
の
前
日
ま

で
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
届
出
を
し
て
い
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
基
準
期
間
の
課
税
売

上
げ
が
５
０
０
０
万
円
を
超
え
た
課

税
期
間
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
一
度
届
出
を
し
た
場

合
は
、「
簡
易
課
税
制
度
選
択
不
適

用
届
出
書
」
を
提
出
し
な
い
限
り
、

そ
の
効
力
は
存
続
し
ま
す
。

⑵
　
免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
登

録
を
行
う
場
合
の
特
例

　

免
税
事
業
者
が
令
和
５
年
10
月
１

日
か
ら
令
和
11
年
９
月
30
日
ま
で
の

日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
イ
ン
ボ
イ

ス
登
録
を
受
け
、
登
録
を
受
け
た
日

か
ら
課
税
事
業
者
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
課
税
期
間
か
ら
簡
易
課
税
制
度

の
適
用
を
受
け
る
旨
を
記
載
し
た

「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出

書
」
を
、
⑴
で
述
べ
た
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
課
税
期
間
の
初
日
の
前

日
ま
で
で
は
な
く
、
そ
の
課
税
期
間

の
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す（
下
図
参
照
）。

５　

令
和
５
年
度
税
制
改
正
（
案
）

で
の
変
更
点

　

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
８

年
９
月
30
日
ま
で
の
日
の
属
す
る
各

課
税
期
間
に
お
い
て
、
免
税
事
業
者

が
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
に
よ
り
課
税
事

業
者
と
な
る
場
合
に
は
、
前
述
の
簡

易
課
税
制
度
の
よ
う
な
届
出
を
せ
ず

に
、
課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額

に
80
％
を
掛
け
た
金
額
を
仕
入
れ
や

経
費
に
係
る
消
費
税
額
と
み
な
し

て
、
納
付
税
額
を
計
算
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

【参考資料】
国税庁

「消費税の
　しくみ」

簡易課税制度を選択した場合の計算方法

　インボイスは保存不要　

　売上げの
　消費税額 －

仕入れや経費
の消費税額 ＝ 納付する税額

売上税額が分かれば　
納付税額の計算が可能

　売上げの消費税額×みなし仕入率　

【国税庁資料】

（例）�　免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受けた場合で、令和
5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けるとき

登録日
（令和 5年 10 月 1日）

⬇

免税事業者 免税事業者
適格請求書
発行事業者

（課税事業者）

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

� 令和 4年分� 令和 5年分� 令和 6年分

　　　　　　　⬆
消費税簡易課税制度選択届出書提出
（令和5年12月31日までに提出）
※令和5年分から適用する旨を記載

消費税簡易
課税制度　
選択届出書

簡易課税制度の適用

提出期間

【国税庁資料】



3 月号─4

　譲渡所得の基因となる資産を人格のない
社団（同窓会）に寄附した場合、譲渡所得
の課税関係に注意が必要です。その同窓会
が「法人でない社団又は財団で代表者又は
管理人の定めがあるもの」（人格のない社
団等）に該当する場合には、その同窓会は、
所得税法上、法人とみなされるので、その
資産を時価で譲渡したものとする「みなし
譲渡課税」の適用があります。また、この
場合、人格のない社団等は個人とみなされ
贈与税又は相続税が課されます。
　この贈与税又は相続税の額の計算におい
ては、人格のない社団等に課されるべき法
人税等相当額が控除されます。
　その同窓会が「法人でない社団又は財団
で代表者又は管理人の定めがあるもの」に
該当しない場合でその構成員が個人である
ときには、当該個人に対する贈与（贈与税
の課税）となり、所得税の課税関係は生じ
ません。

KEY WORD  
同窓会に対する寄附と譲渡所得

　

国
税
庁
が
令
和
４
年
12
月
１
日
か

ら
提
供
を
始
め
た
「
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

納
付
」
で
す
が
、
い
く
つ
か
留
意
点

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
納
付
手
続
の
情
報
は
、
手

続
完
了
時
に
決
済
専
用
サ
イ
ト
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
登
録
し
た

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
送
ら
れ
て
く

る
納
付
手
続
完
了
メ
ー
ル
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

次
に
、
家
族
等
の
国
税
を
納
付
す

る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、こ
の
場
合
、

利
用
者
情
報
入
力
の
際
に
、
確
定
申

告
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
等

の
情
報
を
入
力
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
複
数
の
税
目
を
ま
と
め

て
納
付
手
続
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
決
済
情
報
の
入
力
は
途

中
で
保
存
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
入
力
途
中
で
画
面
を
閉
じ
て

し
ま
っ
た
場
合
な
ど
は
、
最
初
か
ら

や
り
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
の
留
意
点

＜当事務所の業務内容＞
１．会　　計	 ⑴　会計システムのサポート（システム分析、記帳指導、TKC・JDL他 OA指導）
	 ⑵　財務・金融面の指導（資金繰り指導、金融機関の御紹介等）
２．税　　務	 ⑴　税務代理、税務申告書の作成、税務相談
	 ⑵　タックスプランニング、相続、贈与、事業承継設計
３．FP（ファイナンシャル・プランニング）業務（日本FP協会埼玉支部所属）
４．経営支援� ⑴　会社設立、各種規程（就業規則等）の作成
	 ⑵　管理会計指導（継続MAS）
５．提 携 先　弁護士（峰岸）、司法書士（森崎）、社会保険労務士（戸田）、土地家屋調査士（片岡）、
	 不動産鑑定士（鎌倉・岸田）、不動産会社、建設会社、保険会社は多数あり。

※　資格者	　税理士 5名（顧問含む）、社会保険労務士 1名、行政書士 1名、宅地建物取引士 2名、
税理士科目合格者 5名、不動産コンサルタント 1名、CFP 3 名、AFP 7 名、FP技能士
6名、生保資格者多数、損保資格者 2名、秘書資格者 2名

（
ス
タ
ッ
フ
）

第１監査班
　星野顧問

①財務支援 水落大介
（AFP）

―
　
内田祐輝

　
―
　
溝上加奈

　

②　 〃 　 廣井里美
（AFP）

―
　
鈴木千尋

　
―
　
篠崎理沙
（FP）

―
　
大山美香子
（システムエンジニア）

③　 〃 　 浜崎雄樹
（社会保険労務士）

―
　
辻　　綾
（FP）

―
　
松本由紀

　

第２監査班
柴崎コーチ

①経営支援 中村大祐
（税理士合格者）

―
　
山　大裕
（1級FP・宅建）

―
　
元橋曉潔
（AFP）

―
　

②　 〃 　 木村隆志
（科目合格者）

―
　
山田直緒子
（AFP）

―
　
北村実喜
（科目合格者）

―
　
間口　肇
（MBA・AFP）

第３監査班
　神田顧問

①資産税　 大田　靖
（国税OB）

―
　
平野朋子
（AFP）

②　〃　　 月岡直樹
（税理士）

―
　
石津　悟
（CFP・宅建）


